
No. 議案等番号 件　　　　　　名 担当課 説　　　　　　明

1 議案第54号
秦野市の議会の議員及び長の選挙におけ
る選挙運動費用の公費負担に関する条例
の一部を改正することについて

選挙管理委員会
事務局

　公職選挙法施行令の一部改正に伴い、選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポス
ターの作成に係る公費負担の限度額を引き上げるため、改正するもの。
　施行日　公布の日

2 議案第55号
秦野市個人番号の利用事務を定める条例
の一部を改正することについて

デジタル推進課

　次の理由により改正するもの。
 (1)　「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、本市
　　の基幹系システムを全国統一仕様のシステムに移行することに伴い、住
　　民基本台帳に記録されていない「住登外者」を管理する事務について、
　　新たに追加すること。
 (2)　「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す
　　る法律」第９条第１項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定
　　める命令の施行に伴い、外国人に対する生活保護の措置に関する事務が
　　準法定事務とされたため、所要の整理を行うこと。
　施行日　令和８年１月１日

3 議案第56号
秦野市職員の給与に関する条例及び秦野
市一般職の任期付職員の採用等に関する
条例の一部を改正することについて

人事課

　人事院勧告等を踏まえ、本市職員の給料月額、期末手当及び勤勉手当の支
給率並びに交通用具の使用に係る通勤手当の上限額を引き上げるため、改正
するもの。
　施行日　公布の日から施行し、給料表及び通勤手当の改定は令和７年
　　　　４月１日、期末勤勉手当の支給率は同年１２月１日から適用。

4 議案第57号
秦野市非常勤特別職職員の報酬及び費用
弁償に関する条例の一部を改正すること
について

人事課
　報酬額を7,800円としている附属機関の委員等の職について、報酬額を見
直し、9,600円に引き上げるため、改正するもの。
　施行日　令和８年４月１日

5 議案第58号 秦野市特別職職員の給与等に関する条例
の一部を改正することについて

人事課

　本市職員の期末手当及び勤勉手当の支給率の引上げに準じて、市長、副市
長及び教育長の期末手当の支給率を引き上げるため、改正するもの。
　施行日　公布の日。ただし、期末手当の支給率の改定は、令和７年
　　　　１２月１日から適用。
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6 議案第59号
秦野市火災予防条例の一部を改正するこ
とについて

予防課

　次の理由により改正するもの。
 (1)　本年２月に発生した大規模林野火災を受けて、次のアからエの規定を
　　整備すること。
　　ア　林野火災に関する注意報の発令等に関する規定を設けること。
　　イ　林野火災の予防を目的とした火災に関する警報の発令中において、
　　　火の使用の制限の対象となる区域を指定することができるようにする
　　　こと。
　　ウ　火災に関する警報の定義を明確にするとともに、同警報の発令中に
　　　おける屋内での裸火の制限に係る規定を削除すること。
　　エ　火災とまぎらわしい煙等を発生するおそれのある行為等の届出につ
　　　いて、その対象にたき火が含まれることを明確にするとともに、届出
　　　の対象となる期間等を指定することができるようにすること。
 (2)　「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具の取扱い
　　に関する条例の制定に関する基準を定める省令」の一部改正に伴い、
　　火を使用する設備に簡易サウナ設備を追加し、その位置、構造及び管理
　　に関する基準を定めるとともに、従来のサウナ設備の名称を一般サウナ
　　設備に改めること。
 (3)　住宅における火災の予防を一層推進するため、その普及促進を図る対
　　象機器に感震ブレーカーを加えること。
　施行日　(1)については、令和８年１月１日
　　　　　(2)及び(3)については、同年３月３１日

7 議案第60号 工事請負契約の締結について 道路整備課
　都市計画道路菩提横野線街路築造工事（第２工区）（令和７年度継続費設
定）の請負契約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得
又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を求めるもの。

8 議案第61号 市道の認定について 建設総務課
　第二東海自動車道（新東名高速道路）の建設、開発行為及び道路後退によ
る移管に伴い、市道を認定するため、道路法第８条第２項の規定により議会
の議決を求めるもの。

9 議案第62号 市道の変更について 建設総務課
　第二東海自動車道（新東名高速道路）の建設、開発行為による移管及び道
路台帳の再整備に伴い、市道の起終点を変更するため、道路法第１０条第３
項で準用する同法第８条第２項の規定により議会の議決を求めるもの。
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10 議案第63号
令和７年度秦野市一般会計補正予算（第
４号）を定めることについて

財政課

　歳入歳出予算補正見込額　499,657千円
　内訳
　職員給与費（特別職含む。）　140,412千円ほか
 
　繰越明許費の補正（追加） 60,770千円

11 議案第64号
令和７年度秦野市水道事業会計補正予算
（第１号）を定めることについて

経営総務課
　歳入歳出予算補正見込額　12,603千円
　内訳
　職員給与費　12,603千円

12 議案第65号
令和７年度秦野市公共下水道事業会計補
正予算（第２号）を定めることについて

経営総務課
　歳入歳出予算補正見込額　△1,020千円
　内訳
　職員給与費　△1,020千円

13 議案第66号
令和７年度秦野市国民健康保険事業特別
会計補正予算（第１号）を定めることに
ついて

国保年金課

　歳入歳出予算補正見込額　　△8,628千円
　内訳
　職員給与費　△10,146千円ほか
 
　債務負担行為の補正（追加）　4,800千円

14 議案第67号
令和７年度秦野市介護保険事業特別会計
補正予算（第２号）を定めることについ
て

高齢介護課
　歳入歳出予算補正見込額　△3,469千円
　内訳
　職員給与費　△4,215千円ほか

15 議案第68号
令和７年度秦野市後期高齢者医療事業特
別会計補正予算（第１号）を定めること
について

国保年金課
　歳入歳出予算補正見込額　9,144千円
　内訳
　職員給与費　3,645千円ほか

16 報告第20号 専決処分の報告について 建設総務課

　市道の管理瑕疵に係る損害賠償
　　賠償金額　　17,768円
　　責任割合　　80パーセント
　　専決処分日　令和７年１０月２２日

17 報告第21号 専決処分の報告について 建設総務課

　市道の管理瑕疵に係る損害賠償
　　賠償金額　　57,299円
　　責任割合　　100パーセント
　　専決処分日　令和７年１０月２２日
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